
資料－２

令和元年度に協議会で取組む主な項目

（１）－２ ④ 簡易型河川監視カメラの整備（国）
※洪水時の河川監視体制の強化及び近隣住民の避難支援のため、簡易型河川監視カメラを新たに設置。

（２）－１－１ ⑤ 水害ハザードマップの作成（自治体）
※想定最大規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域図の公表により、新たな水害ハザードマップの作成を実施。

（２）－１－１ ⑥ 隣接市区町等への広域避難体制の検討（自治体）
※国で実施した避難者数や避難先等の基礎調査結果を参考に、各自治体において広域避難体制の構築に向けた検討を実施。

（２）－１－１ ⑦ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成（自治体）
（２）－１－２ ⑦ 要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場における避難訓練の実施（自治体）

※水防法の改正により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成・避難訓練を実施。

（２）－１－２ ④ 防災教育の促進（国・自治体）

※引き続き、防災教育の支援を継続。

（２）－１－２ ⑤ まるごとまちごとハザードマップの検討（自治体）

※新規に設置、又は既に設置している箇所については見直しを実施。

（２）－１－２ ⑨ 共助の仕組みの強化（自治体）

※福祉部局と連携し、水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組を実施
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（１）－２ ④ 簡易型河川監視カメラの設置
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（１）－２ ④ 簡易型河川監視カメラの設置
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（２）－１－１ ⑤ 水害ハザードマップの作成
想定最大規模を対象とした洪水浸水想定区域図を公表したことから、想定最大規模洪水を対象とした新たな洪
水ハザードマップの作成が必要となる。新たな洪水ハザードマップ作成のポイントは以下のとおり。
ポイント①「早期に立ち退き避難が必要な区域」を検討し、これを洪水ハザードマップに明示する。
ポイント②自治体において事前に「地域における水害特性」等を十分に分析の上、作成を検討する。
ポイント③「住民目線」の洪水ハザードマップとなるよう、「災害発生前にしっかり勉強する場面」、「災

害時に緊急的に確認する場面」を想定して作成する。

周知の方法（例）

 印刷物による配布（広報誌、行政窓口、防災訓練等
地域イベント、学校、公共施設、医療機関、マスメ
ディア 等々）

 インターネット
 防災掲示板での掲示
 多数の人が利用する機会の多い場所への掲示
 防災関連イベントを通じた広報
 マスメディアを通じた広報

利活用の方法（例）
 説明会やワークショップの開催
 出前講座
 避難訓練、情報伝達訓練等での活用
 防災教育

詳細は水害ハザードマップ作製の手引き（平成28年4月）を参照
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/index.html

ハザードマップを用いた図上訓練の実施例
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■ほぼ全域が浸水
する自治体：
五霞町、八潮市、
三郷市、幸手市、
吉川市、杉戸町、
松伏町、葛飾区

■ほぼ全域が浸水
する自治体：
草加市、越谷市、
八潮市、三郷市、
吉川市、松伏町、
葛飾区

■江戸川の下流右岸側は人口が密集し、地形は低平地である事から、河川が氾濫すると氾濫域は広範囲に及ぶ。
■Ｈ２９．７．２０に公表した、江戸川及び中川・綾瀬川の洪水浸水想定(想定最大規模)によると、対象22自治
体のうち8自治体がほぼ全域浸水し、市区町を越えた広域避難計画が必要。
■関係自治体と連携した広域避難計画を協議会として検討するため、検討のための基礎調査（広域避難施設、避
難手段等）を実施をH３０までに実施済み。
■令和元年度以降は、隣接市区町等への広域避難体制の構築に向けた検討（支援）を実施。

対象とする洪水浸水想定区域の設定

広域避難者及び避難施設数の整理

江戸川・利根運河 中川・綾瀬川

広域避難先の検討

例）江戸川右岸55.0k決壊時の
広域避難先に関する検討

（２）－１－１ ⑥ 隣接市区町等への広域避難体制の構築

6,866,030 1,886,266 1,352,341 1,060,887 3,323,689 928,149 208,005 1,678,261 794,071

6,866,030 1,886,266 1,465,843 963,599 3,439,157 834,518 626,487 1,259,779 408,483

2,685,990 1,393,081 1,597,101 956,317 3,984,473 853,000 165,647 1,227,434 699,726

2,685,990 1,393,081 1,650,624 904,250 4,037,996 807,966 454,168 938,913 436,356

24時間
以上

浸水想定区分

24時間
以上

72時間
以上

①江戸川・利根運河

②中川・綾瀬川(内水
氾濫含む)

72時間
以上

屋外施設も利用

③避難所
収容可能
人数
（人）

広域避難
者数（人）
[※2]

④避難所
収容可能
人数
（人）

広域避難
者数（人）
[※3]

⑤垂直
避難
（人）

⑥立ち退き
避難対象
者（人）
②̶⑤

広域避難
者数（人）
[※4]

床上浸水
継続時間
区分

①人口総数
（人）
国勢調査
(H22)

②避難対
象者[※1]
(浸水深
0.5m以上)
（人）

屋内施設のみ利用
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（２）－１－１ ⑦ 要配慮者利用施設における避難計画の作成



努力義務
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（２）－１－１ ⑦ 要配慮者利用施設における避難計画の作成
（２）－１－２ ⑦ 要配慮者利用施設等における避難訓練の実施



国土交通本省資料

（２）－１－２ ④ 防災教育の促進
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（２）－１－２ ⑤ まるごとまちごとハザードマップの検討
居住地域をまるごとハザードマップと見立て、生活空間である“まちなか”に水防災にかかわる各種情報（想定
浸水深や避難所の情報等）を標示する。
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10
平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）平成30年12月
平成30年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ より抜粋

（２）－１－２ ⑨共助の仕組みの強化


